
議案第３２号関係                          新旧対照表 

○山口市の生活環境の保全に関する条例 

新 旧 

目次 目次 

 第1章及び第2章 省略 第1章及び第2章 省略 

第3章 美しい生活環境の保全 第3章 美しい生活環境の保全 

第1節及び第2節 省略 第1節及び第2節 省略 

第3節 放置自動車の発生の防止及び適正な処理(第22条―第34条) 第3節 放置自動車の発生の防止及び適正な処理(第22条―第34条) 

第4節 太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理(第35条―第50条)  

第4章 住み良い生活環境の保全 第4章 住み良い生活環境の保全 

第1節 静穏の保持(第51条―第53条) 第1節 静穏の保持(第35条―第37条) 

第2節 悪臭の防止(第54条) 第2節 悪臭の防止(第38条) 

第3節 動物の適正な飼養(第55条―第59条) 第3節 動物の適正な飼養(第39条―第43条) 

第5章 推進体制の整備(第60条) 第5章 推進体制の整備(第44条) 

第6章 雑則(第61条―第63条) 第6章 雑則(第45条―第47条) 

第7章 罰則(第64条―第66条) 第7章 罰則(第48条―第50条) 

(定義) (定義) 

第2条 この条例における用語の意義は、山口市環境基本条例の規定の例による

もののほか、次の各号に定めるところによる。 

第2条 この条例における用語の意義は、山口市環境基本条例の規定の例による

もののほか、次の各号に定めるところによる。 

(1)～(11) 省略 (1)～(11) 省略 

(12) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をい

う。 

 



(13) 太陽光発電事業 市内に太陽光発電設備の設置(設置に伴う木竹の伐

採及び切土、盛土、埋土等の造成工事を含む。以下同じ。)をし、発電を行

う事業をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

 

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋

根、屋上又は壁面に設置した太陽光発電設備による事業 

 

 イ 国及び地方公共団体が行う事業  

 ウ 営農型太陽光発電事業  

エ 発電出力が10キロワット未満の太陽光発電設備で発電し、その電力を

事業区域内又は事業区域と隣接した場所で、専ら自家消費の用に供する

事業 

 

 オ その他市長が認めた事業  

(14) 周辺関係者 太陽光発電事業の実施に伴って生活環境に影響を受ける

と認められる者であって、規則で定めるものをいう。 

 

(15) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。  

(16) 営農型太陽光発電事業 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第

30条第2項の営農型太陽光発電設備により発電を行う事業をいう。 

 

(17) 太陽光発電事業者 太陽光発電事業を行う者(事業予定者を含む。)を

いう。 

 

(18) 飼養 動物を所有又は占有し、養うことをいう。 (12) 飼養 動物を所有又は占有し、養うこと   。 

第4節 太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理  

(太陽光発電事業者の責務)  

第35条 太陽光発電事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及び  



この条例の規定を遵守するとともに、良好な生活環境の保全及び地域との共

生のために必要な措置を講じなければならない。 

2 太陽光発電事業者は、周辺関係者と良好な関係を保つよう努めなければなら

ない。 

 

(土地所有者等の責務)  

第36条 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者は、当該事業区域を

適正に管理するよう努めなければならない。 

 

(事前協議)  

第37条 市内に新たに太陽光発電設備を設置しようとする太陽光発電事業者

は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容について市長と協議を

行わなければならない。 

 

2 市長は、前項の協議があったときは、太陽光発電事業者に対し、必要な指導

又は助言をすることができる。 

 

(周辺関係者に対する説明)  

第38条 太陽光発電事業者は、前条の協議後、次条第1項の規定による届出まで

に、規則で定めるところにより、事業区域の周辺関係者に対し太陽光発電事

業の内容について説明会を行わなければならない。 

 

2 周辺関係者は、前項の説明会を開催した事業予定者に対し、意見を申し出る

ことができる。 

 

3 太陽光発電事業者は、前項の意見を踏まえ、必要な措置を講じるよう努めな

ければならない。 

 

(事業計画の届出)  



第39条 太陽光発電事業者は、太陽光発電設備の設置に係る工事に着手する日

の30日前までに、太陽光発電事業に関する計画について、規則で定めるとこ

ろにより、市長に届け出なければならない。 

 

2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第

108号。第50条において「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度

の事業計画の認定を受けた太陽光発電事業については、前項の規定による届出

があったものとみなす。 

 

(工事完了の届出)  

第40条 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したと

きは、速やかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

当該工事を中止したときも、同様とする。 

 

(維持管理)  

第41条 太陽光発電事業者は、良好な生活環境の保全上支障が生じないよう、

当該太陽光発電設備及び事業区域を自らの責任において適正に管理しなけれ

ばならない。 

 

(標識の設置)  

第42条 太陽光発電事業者は、太陽光発電設備の設置に係る工事の着手から当

該太陽光発電設備の撤去までの間、事業区域の出入口付近等に、規則で定め

る事項を記載した標識を設置しなければならない。 

 

(事業区域への侵入防止措置)  

第43条 太陽光発電事業者は、事業区域内に関係者以外の者が容易に立ち入る

ことがないよう、周囲へフェンスの設置等侵入防止のための措置及び安全対

策を講じなければならない。 

 



(異常発生時の対応等)  

第44条 太陽光発電事業者は、設置した太陽光発電設備又は事業区域の土地に

事故又は災害による被害又は異常が発生した場合は、速やかに現地を確認し、

早急に必要な措置を講ずるとともに、影響を受けるおそれのある周辺関係者

に周知しなければならない。ただし、規則で定める軽微な場合については、

この限りでない。 

 

2 太陽光発電事業者は、前項の措置を講じたときは、規則で定めるところによ

り、市長に報告しなければならない。 

 

3 太陽光発電事業者は、第1項の被害又は異常が発生した場合に備え、太陽光

発電設備の設置の工事に着手する日から当該太陽光発電設備を撤去するまで

の間、第三者賠償保険その他の規則で定める保険に加入しなければならない。 

 

(事業の変更)  

第45条 第39条第1項の規定により届け出た計画を変更しようとする者は、当該

変更を行う日の前日又は当該変更に伴い生じる工事に着手する日の30日前の

いずれか早い日までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければ

ならない。 

 

2 第37条、第38条及び第40条の規定は、前項の規定により計画の変更(規則で

定める軽微な変更を除く。)をしようとする者について準用する。この場合に

おいて、第38条第1項中「次条第1項」とあり、及び第40条中「前条」とある

のは、「第45条第1項」と読み替えるものとする。 

 

(事業の廃止等)  

第46条 太陽光発電事業者は、太陽光発電事業を廃止したときは、当該太陽光

発電設備の撤去完了後、規則で定めるところにより、市長に届け出なければ

 



ならない。 

2 太陽光発電事業者は、太陽光発電事業を廃止するときは、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定に基づき、太陽光発電設備を

その場所に放置することなく速やかに撤去し、自らの責任において適正な処

分を行わなければならない。 

 

3 太陽光発電事業者は、前項の規定による撤去及び処分に充てるための費用

を、積立その他の方法により確保しておかなければならない。 

 

(助言及び指導)  

第47条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、太陽光発

電事業者に対して、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができ

る。 

 

(勧告及び命令)  

第48条 市長は、太陽光発電事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該太陽光発電事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告す

ることができる。 

 

(1) 第37条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の協議を行わ

ず、又は虚偽の内容で協議を行ったとき。 

 

(2) 第38条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の説明会を行

わず、又は虚偽の説明をしたとき。 

 

(3) 第39条第1項、第45条第1項及び第46条の規定による届出、適正な処分及

び費用の確保を行わず、又は虚偽の届出をしたとき。 

 



(4) 第41条から第44条までに規定する適正な維持管理等を怠り、事業区域外

に被害を与えたとき、又は被害を与えるおそれがあるとき。 

 

(5) 前条の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。  

2 市長は、太陽光発電事業者が正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わ

ないときは、相当の期間を定めて、当該太陽光発電事業者に対して、必要な措

置を講ずるよう命ずることができる。 

 

(土地所有者への特例等)  

第49条 次の各号に該当する場合は、土地所有者を太陽光発電事業者とみなし

て第41条、第44条第1項及び第2項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに前

条の規定を適用する。 

 

(1) 破産その他の理由により太陽光発電事業者による太陽光発電事業の継

続が困難であると認められる場合 

 

(2) 太陽光発電事業者の所在を確知できない場合  

2 土地所有者は、太陽光発電事業者との太陽光発電事業に係る土地の利用に関

する契約において、あらかじめ土地の原状への回復及びその費用負担に係る

事項を定めるほか、適切な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

(適用除外)  

第50条 再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の事業計画の認定を受け、又

は受けようとしている太陽光発電事業については、第40条及び第45条(同条第

1項に規定する届出及び同条第2項の規定のうち第40条の規定の準用に係る部

分に限る。)の規定は適用しない。 

 

2 再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の事業計画の認定を受け、又は受け  



ようとしている太陽光発電事業のうち、発電出力の合計値が50キロワット以上

の太陽光発電事業については、第38条(第45条第2項において準用する場合を含

む。)及び第48条第1項第2号の規定は適用しない。 

第51条～第58条 省略 第35条～第42条 省略 

(勧告及び命令) (勧告及び命令) 

第59条 市長は、犬を飼養する者が第57条各号の規定に違反していると認めると

きは、ふんの持ち帰り、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを

勧告し、又は命ずることができる。 

第43条 市長は、犬を飼養する者が第41条各号の規定に違反していると認めると

きは、ふんの持ち帰り、若しくはふんによって生じた汚損を回復すべきことを

勧告し、又は命ずることができる。 

2 省略 2 省略 

第60条及び第61条 省略 第44条及び第45条 省略 

(違反の公表) (違反の公表) 

第62条 市長は、第9条第2項、第10条、第13条、第20条各項、第25条、第48条

第2項、第59条各項若しくは前条第3項の規定による命令を受けた者が、当該

命令に従わないとき、又は第11条第1項の規定に違反して届出に係る開発行為

をした者があった場合において、良好な環境を保全するために必要があると

認めるときは、その旨を公表することができる。 

第46条 市長は、第9条第2項、第10条、第13条、第20条各項、第25条、第43条

各項        若しくは前条第3項の規定による命令を受けた者が、当該

命令に従わないとき、又は第11条第1項の規定に違反して届出に係る開発行為

をした者があった場合において、良好な環境を保全するために必要があると

認めるときは、その旨を公表することができる。 

第63条～第65条 省略 第47条～第49条 省略 

第66条 第20条第1項又は第59条第1項若しくは第2項(猫のふんにより生じた汚

損を回復するための命令に限る。)の規定による命令に違反した者は、2万円

以下の罰金に処する。 

第50条 第20条第1項又は第43条第1項若しくは第2項(猫のふんにより生じた汚

損を回復するための命令に限る。)の規定による命令に違反した者は、2万円

以下の罰金に処する。 

 


